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�

ペ
ー
ジ
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示

〇
形
質
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更
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要
届
出
区
域
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指
定�

（
環
境
対
策
課
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一

〇
救
急
医
療
機
関
の
認
定�

（
医
療
政
策
課
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三

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出�

（
障
害
福
祉
課
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三

〇
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
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基
づ
く
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

連
合
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拡
大
に
係
る
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種
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種
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指
定�

（
雇
用
対
策
課
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三

〇
道
路
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区
域
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更�

（
道　

路　

課
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三

〇
道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
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（　
　

同　
　

）　
　

四

〇
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧�
（
都
市
計
画
課
）　
　

四

公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了�

（
建
築
宅
地
課
）　
　

四

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定�

（
契　

約　

課
）　
　

四

監
査
委
員

〇
宮
城
県
監
査
委
員
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
程

の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令�

五

正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
一
一
五
号
（
令
和
二
年
六
月
二
十
六
日
付
け
）
中�

五

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
十
三
号

　

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
形
質
変
更
時
要
届
出
区

域
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

　
　

塩
竈
市
中
の
島
四
十
五
番
、
四
十
六
番
、
四
十
九
番
二
及
び
五
十
番

　

�　

塩
竈
市
中
の
島
三
十
五
番
三
、
三
十
六
番
一
、
三
十
九
番
二
及
び
四
十
一
番
一
の
一
部
と
し
、
次
の
図
の
と
お
り

と
す
る
。
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凡
例
 

 ：
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
 

 ：
敷
地
境
界
 

：
筆
の
境
界
線
 

＜
起
点
＞
 

起
点
は
、
塩
竈
市
中
の
島

35
番

3
及
び

5
0
番
の
最
北
端

と
す

る
。
 

＜
格
子
の
回
転
角
度
＞
4
°
3′

1
8
″
 

格
子
の
回
転
角
度
は
、
起
点
を
通
り
、
東
西
方
向
及
び
南
北
方
向
に
引
い
た
線
並
び

に
こ
れ
ら
と
平
行
し
て

1
0ｍ

間
隔
で
引
い
た
線
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
格
子
を
、
起
点
を

支
点
と
し
て
右
回
り
に
回
転
さ
せ
た
角
度
を
示
す
。
 

4°3′18″ 
4°3′18″ 
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二�　

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
に
お
い
て
土
壌
の
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
て

い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

　
　

砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物

三�　

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
に
お
い
て
土
壌
の
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質

の
種
類

　
　

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
十
四
号

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
病
院
を

救
急
病
院
と
認
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
七
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

認
定
年
月
日

認
定
の
有
効
期
限

一
般
財
団
法
人
愛
世
会

　

光
ヶ
丘
ス
ペ
ル
マ
ン

病
院

仙
台
市
宮
城
野
区
東
仙
台
六
丁

目
七
番
一
号

令
和
二
年
七
月
一
日

令
和
五
年
六
月
三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
十
五
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
す
る
旨
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

廃
止
す
る
指
定
障
害�

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

設
置
者
名

廃
止
年
月
日

〇
四
一
一
二
〇
〇
三
〇
六

登
米
大
地

登
米
市
迫
町
新
田
字
山

居
三
十
八
番
地
一

就
労
移
行
支
援

社
会
福
祉
法
人

は
ら
か
ら
福
祉

会

令
和
二
年
六
月

三
十
日

〇
四
一
二
二
一
〇
〇
六
四

エ
ー
シ
ー
イ
ー
株
式
会

社
大
河
原
事
業
所

柴
田
郡
大
河
原
町
字
町

百
七
十
一

就
労
継
続
支
援
Ａ

型

エ
ー
シ
ー
イ
ー

株
式
会
社

令
和
二
年
六
月

三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
十
六
号

　

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
四
十
五
条
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
益
社
団
法
人
宮
城
県
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
連
合

会
の
業
務
拡
大
に
係
る
業
種
及
び
職
種
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
を
し
た
市
町
村
の
区
域
、
業
種
及
び
職
種

区　

域

業　
　
　
　
　

種

職　
　
　
　
　
　
　

種

岩
沼
市

四
十
四－

道
路
貨
物
運
送
業

Ｋ－

七
十
八　

�

そ
の
他
の
運
搬
・
清
掃
・
包
装
等
の
職

業

四
十
七－

倉
庫
業

Ｋ－

七
十
八　

�

そ
の
他
の
運
搬
・
清
掃
・
包
装
等
の
職

業

　

注�　

業
種
は
日
本
標
準
産
業
分
類
（
平
成
二
十
五
年
十
月
総
務
省
告
示
第
四
百
五
号
）
の
中
分
類
に
、
職
種
は
厚
生

労
働
省
編
職
業
分
類
の
中
分
類
に
定
め
る
区
分
に
よ
る
。

二　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
二
年
七
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
七
月
三
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木
事

務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

石
巻
雄
勝
線

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

前
Ａ

�

五
・
〇

四
二
〇
・
九
　

上
記
Ａ
、
Ｂ
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及
び
Ｃ
は
、
関

係
図
面
に
表
示

す
る
敷
地
の
区

分
を
い
う
。

石
巻
市
湊
字
藤
巻
四
番
三
七
地
先
か
ら

同
市
井
内
字
井
内
四
八
番
二
地
先
ま
で

　

Ａ

�

五
・
〇

四
二
〇
・
九

後
Ｂ
　

五
・
〇
～

�

六
・
〇

一
四
一
・
五

　

Ｃ
　

五
・
〇
～

�

六
・
〇

一
六
四
・
三

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
七
月
三
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

気
仙
沼
唐
桑

線

気
仙
沼
市
魚
町
二
丁
目
三
七
五
番
一
五
地
先
か
ら

同
市
魚
町
二
丁
目
三
〇
三
番
地
先
ま
で

令
和
二
年
七
月
三
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
七
月
三
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木
事

務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

石
巻
雄
勝
線

石
巻
市
湊
字
藤
巻
四
番
三
七
地
先
か
ら

同
市
井
内
字
井
内
四
八
番
二
地
先
ま
で

令
和
二
年
七
月
三
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
号

　

東
松
島
市
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年

法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆

の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

石
巻
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画

　

２　

名
称

　
　
　

野
蒜
ケ
丘
地
区
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
二
年
七
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

登
米
市
中
田
町
浅
水
字
窪
田
五
番
一
、
九
番
三
、
十
番

一
、
十
番
十
一
、
十
番
十
三
、
十
番
十
四
、
十
一
番
一
、

十
一
番
五
、
十
一
番
六
、
十
二
番
一
、
十
二
番
五
、
十
二

番
六
、
十
二
番
九
、
十
二
番
十
の
一
部
、
十
三
番
一
、
十

三
番
五
、
十
四
番
、
十
九
番
五

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
二
丁
目
十
七
番
十
七
号

�

株
式
会
社
キ
ョ
ク
ヨ
ー　
　
　
　

　
　
　
　

�

　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
七
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

可
搬
型
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
ほ
か　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

出
納
局
契
約
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目

八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
二
年
六
月
十
五
日
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四�　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

株
式
会
社
日
立
製
作
所　

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一－

六

－
六

五　

落
札
金
額　

三
千
二
十
万
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
除
く
。）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
二
年
五
月
一
日

監
査
委
員

〇
宮
城
県
監
査
委
員
訓
令
第
三
号

　

宮
城
県
監
査
委
員
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
三
日

�
宮
城
県
代
表
監
査
委
員　
　

石　
　

森　
　

建　
　

二　
　
　

　
　
　
宮
城
県
監
査
委
員
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

宮
城
県
監
査
委
員
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
監
査
委

員
訓
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

「
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
」
を
「
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推

進
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
七
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
一
一
五
号
（
令
和
二
年
六
月
二
十
六
日
付
け
）
中

ペ
ー
ジ

三

段上

行一
〇

正

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植

栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　
　
　
　
　

誤

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度


